
                                令 和 8 年 2 月 1 9 日 

中 部 地 方 整 備 局 

 木曽川下流河川事務所 

 

木曽三川下流部での不法係留船の解消に向けた 
地域の連携を推進します 

～木曽三川下流部船舶対策協議会(第２９回）～ 

 
 

「木曽三川下流部船舶対策協議会」は、木曽三川下流部の不法係留船に対

する計画的な対策を促進することを目的として、平成２０年に設立した協議

会です（構成機関は別紙参照）。  

今年度から新たに「木曽三川下流部における不法係留船対策に係る計画

（第３次）」に基づいた対策を始めたことから、計画初年度の取り組み状況

を総括するとともに、今後の取り組みのあり方を議論するため、下記のとお

り第２９回協議会を開催します。 

 

１．日  時：令和８年２月２６日（木）１４：００～１５：３０ 

 

２．場  所：中部地方整備局木曽川下流河川事務所 １Ｆ会議室 

（三重県桑名市大字福島４６５） 

 

３．参 加 者：有識者及び協議会構成機関代表者 

 

４．議  事：木曽三川下流部における不法係留船対策に係る取り組み状況 

について、次年度以降の取り組みのあり方について 等 

 

５．取  材：取材を希望される方は、２月２４日（火）１５時 

までに、右の QR コードよりお申し込み下さい。 

(取材申込 URL) 

https://forms.gle/Uw3TPfwvY2ArnH3bA   

写真等の撮影は冒頭挨拶までといたします。 

 

６．配 布 先：桑名市政記者クラブ、大垣市政経済記者クラブ、                        

中部地方整備局記者クラブ 

        

（お問合せ先） 

国土交通省 中部地方整備局 木曽川下流河川事務所 

副所長 森下
もりした

 哲也
て つ や

  占用調整管理官 西堀
にしぼり

 正
ただし

 

ＴＥＬ：０５９４－２４－５７１８ 

ＦＡＸ：０５９４－２４－５７２５  

木曽三川下流部では、未だ多数の不法係留船が確認されています。これら

の不法係留船の撤去・解消を目指して関係者が参集し、不法係留船対策に

係る取り組みに関する協議を行います。 

取材申込用 
QR コード 



 

<別紙> 

協議会構成機関 

愛知県、岐阜県、三重県、愛西市、弥富市、桑名市、海津市 

木曽岬町、海上保安庁名古屋海上保安部、海上保安庁四日市海上保安部、 

蟹江警察署、津島警察署、桑名警察署、海津警察署、 

中部運輸局三重運輸支局 
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